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令和6年11月10日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

１.幹部等の安パによる現場の変化の把握を強化する。

４回/月のパトロールを実施する

２.「ヒヤリハット」で振返りをし、情報の共有化をする。

毎月１人/１件を目標とし現場からの声を聞く

３.全てにおいて「掛け声・受け声」はっきり応答を徹底する。

役職関係なく、声を掛け合う環境作りをする

４.毎月定例会議時に各現場ごとの行動目標を設定し、事故防止に努め

る

５．現場内の整理整頓を徹底し、躓きによる転倒防止に努める。

６．高齢・新規入場者に対し、適正な人員配置を考慮する。


